
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会委員一覧

<委員>
平成22年度 第 1回 診療報酬調査専門組織・Dpc評価分科会

日時 :平成22年 4月 22日 (木 )14:00～ 16:00

場所 :全国都市会館 3階第二会議室

議 事 次 第

1 平成 22年度診療報酬改定について (DPC部分)

2 平成 22年度調査に向けた様式 1の見直し (案)について

3 DPCに おける高額薬剤の取り扱いについて

4 DPC準 備病院の募集について

5 平成 22年度におけるDPCに 関する調査 (案)について

〇

◎

氏  名 所 属 等

相川 直樹 財団法人国際医学情報センター理事長

池上 直己 慶應義塾大学医学部医療政策 。管理学教授

伊藤 澄信 触立行政法人 国立病院機構 総合研究センター 臨床研究統括部長

金 田 道 弘 社会医療法人緑壮会理事長兼金田病院長

木 下 勝 之 医療法人社団九折会 成城木下病院理事長

熊本 一朗 琵児島大学医療情報管理学教授

小山 信爾 東邦大学医療センター大森病院心臓血管外科部長

齊藤 壽■ 社会保険中央総合病院名誉院長

酒巻 哲 夫 群馬大学医療情報部教授

佐藤 博 新潟大学教授 。医歯学総合病院薬剤部長

嶋森 好子 社団法人東京都看護協会会長

辻村 信正 国立保健医療科学院次長

難波 貞夫 富士重工業健康保険組合総合太田病院病院長

西岡 清 横浜市立みなと赤十字病院名誉院長

松田 晋哉 産業医科大学医学部公衆衛生学教授

美原 盤 財団法人美原記念病院院長

山口 俊晴 癌研究会有明病院消化器外科部長

山 口 直人 東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学第二講座主任教授

吉田 英機 昭和大学医学部名誉教授

◎ 分科会長  ○ 分科会長代理
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く平成22年 2月 12日  中医協総会資料より抜粋>

診 調 組  D-1
22. 04. 22

平成 22年度診療報酬改定について (DPC部分)

第 1 基本的な考え方

1。 今回の診療報酬改定における入院基本料の引上げ等、急性期医療の更

なる評価については、DPё においても、従前からの診療報酬改定にお

ける取扱いを踏まえながら、診断群分類点撃表の改定及び医療機甲別係

数の設定等、所要の措置を講ずる。

2.DPCめ 円滑導入のために設定されていた硼整係数については、今回

の故定を含め今後段階的に、新たな機能評価係数への置換えを実

"す

る。

|.DPCに おける包括点数の設定芳法及び包括範国等について、診療実

態に即した所要の見直しを行う。

1.入院基本料等め引上げ及び改定率の反映

急性期医療あ吏なる評価に伴う本院基本:料等の引上げについては、診

断群分類点数表の設定時に実態に即して纂入することで反映させる。

入燒基本料等加算の31上 げ等については、機能評価係数に反映させる。

改定率にっぃては、医療機関別係数の計算において反映させる。

2.DPCに おける調整係数の段階的廃止・新たな機能評価係数の導入

激変緩和の観点から、今回の改定では調整係数の一部を、新たな機能

評価係数に置き換え評価する。   |

(1)今回導入する新たな機能評価係数

以下の項目について、新たな機能評価係数として導入する。

1    :

0 〔項目 1〕 「データ提出指数」(正確なデータ提出に係る評価)

以下の場合において、当該係数を減算する。

① データ提出の遅滞
② 部位不明し詳細不明のコード使用割合が 400/c以 上

0 〔項目2〕 「効率性指数」 (効率化に対する評価)

0 〔項目3〕 「複雑性指数」 (複雑性指数による評価 )

①

0 〔項目5〕 「地域医療指数」(地域医療への貢献に係る評価)

以下の各項目め総ポイント数 (0～ 7ポイント)で評価

①脳卒中地域連携

②がん地域連携

③地域がん登録

④医療計画上定められている二次救急医療機関であつて病院群輪

番制への参加施設、拠点型又は共同利用型の施設、若しくは救

急救命センター

⑤DMAT(災害派遣医療チーム)指定

⑥へき地医療拠点病院の指定又は社会医療法人認可におけるへき

地医療の要件を満た している

⑦総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター

o 〔項目6〕 「救急医療係数」 (救急医療の入院初期診療に係る評価 )

(2)設定方法

①調整係数から新たな機能評価係数へ置き換える割合については、調

整係数による “上積み相当部分"の うち、25%と する。

②各機能評価係数への配分は、「救急医療の入院初期診療に係る評価」

について、医療機関ごとに充当すべき具体的な配分額を算出し、こ

れらの配分額に相当する係数を設定する。これ以外の5つの項目に

ついては残りの置き換え部分を、等分で配分する。



bpCにおける係数
(基準)

「入院期間 Iでの 1日 当たり包括範囲点数/1入院期間での 1

日当たり包括範囲点数」の平均及び標準偏差 (SD)が

① 平均-lSDか ら平均+lSDの 間の場合 : 設定A

② 平均+lSD以上の場合         : 設定B

③ 平均-lSD以下の場合         : 設定C

設定方法A
〔:]新だな習甜静濡豫数
ヽ:

ご
′~|

 ヽ  :
ヽ
く

従来の機能評価係数

回
　
□

3.診断群分類点数表の設定方法の見直し

診断群分類点数毒|こ
ついて、診療実態に合わせ、分岐及び点数設定の

見直しを行う。       ｀

入院期間 II 入院期間I

第 I日    第Π日

(25パーセン  (平均在院

タイル値)   日数)

設定方法B
0  (1)診 断群分類の分岐については、さらなる精緻化を行 う。

①高額薬剤による分岐の追加

②化学療法レジメによる分岐の追加

③副傷病による分岐の精緻イし

第 1日

(25′ く―セン

タイル値 )

第Π日

(平均在院
日数)

4

見直 し

類に変更する。



設定方法C

出
来

一

高

第Ⅲロ

(平均在院日数
+2SD)

回 □

第 I日    第Π日

(25パーセン  (平均在院

タイル値)   日数)

4.DPCに おける包括範囲の見直し

診断群1分類点数表において包括評価されている以下の項目について

は、より適切な評価方法に見直すo

(1)以下のものについては、出来高評価とする。      、

①無菌製剤処理料

②術中迅速病理組織標本作製      ‐

③HI∨感染症に使用する抗ウイルス薬 (HIV感染症治療薬)

④血友病等に使用する血液凝固因子製剤

5.:そ の他

(1)特別入院基本料を算定する場合の機能評価係数を設定する。

(2)医療法標準を満たさない場合は幽来高にて算定する。

(3)診療報酬明細書の様式を見直し、現行では別ファイルで提出してい

るコ

「

デイーングデ■夕について、1フ アイルF提出可能とすると共に、

特定入院氣等を算定している場合であつても、コーデイングの確認に

必要な診療情報は入力を求める。  |

検体検査管理加算

○́
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1。 平成22年度診療報酬改定における基本的な考え方

(DPC制度 )

診調組  D-1-2
22.04.22

平成22年度診療報酬改定

にういて(DPC制度)

(1)今回の診療報酬改定における入院基本料の引き上げ等、

急性期医療の更なる評価については、DPC制度において

も、従前からの診療報酬改定における取扱いを踏まえなが

ら、診断群分類点数表の改定及び医療機関別係数の設定

等、所要の措置を講ずる。

(2)DPC制度の円滑導入のために設定されていた調整係数

については、今回の改定を含め今後段階的に、新たな機能

評価係数への置換えを実施する。

(3)DPCにおける包括点数の設定方法及び包括範囲等に

ついて、診療実態に即した所要の見直しを行う。
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3。 DPC制度における調整係数の段階的廃止・

新たな機能評価係数の導入

激変緩和の観点から、今回の改定では調整係数
の一部を、新たな機能評価係数に置き換え評価する。



3丁 1:調整係数及び新たな機能評価係数の

設定方法

(1)調整係数から新たな機能評価係数へ置き換える割
合にらぃてはt調整係数による“上積み相当部分翌

のうち、25%とする。

(2)各機能評価係数への配分は、「救急医療の入院初

期診療に係る評価」について、医療機関ごとに充当

すべき具体的な配分額を算出し、これらの配分額に
相当する係数を設定する。これ以外の5つの項目に

ついては残りの置き換え部分を、等分で配分する。

調整係数の段階的廃■Lと

新たな機能評価係数の設定 (1)

1夢
工
`

∫
場れこ』251

上積み相当 |

今回導入する

%  を



調整係数の段階的廃上と

今回の設定方式

(2)

今回導入する

新たな機能評価

係数‐

能評価係数の設定たな機新
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従来の設定方式

今回の

調整係数 今回の

調整係数
の平均

A

※ λ=Y/X
Ｃ
病
院

Ｂ
病
院

Ａ
病
院

3二 2.新たな機能評価係数 (機能評価係数Ⅱ)の

具体的項目(1)

今回導入する

新たな機能評
価係数の平均

項

目
名 称 評価の考え方 評価方法

1

データ提

出指数

寸象病院における詳細な診

蓑データの作成。提出に要

|る体 tllと 、そのデータが

舌用されることで、医療全体

D標準化や透明化等に貢

状することを評価

3b為訃 脇 囃呻 ]饉 社]鱚朧詠:

手の間、減じる。(平成23年4月 より評価 )

K非必須項目の入力状況による評価は行わない。

2
効率性指

数

平均在院 日数の変動に伴う

商棟業務量の増減につい

て、患者の疾病構造の違い

を補正した在院 日数の相対

直により言平価

:指数〕                               |
=〔全DPC対象病院の平均在院日数〕

/〔当該医療機関の患者構成が、全DPC対象病院と同じと仮定した場合の平均

【躍』夕1療機剛 二 して ヨ嘘 例l104現 )以上ぁる診断群分類のみを計算対象と

する。
米 包括評価の対象となつている診断群分類のみを

複雑性指

数

寸象病院における診療の複

准さについて、当該病院に

おける一入院当たり包括点

敗の相対値により評価

:指数

1彗 該医療機関の包括点数 (一入院当たり)を、診断群分類ごとに全病院の平均

ヨ躙 諸危勇憬裂 1維;認 期 薇 視 鬱 雛 黎 計算対象と

''と

括評価の対象となつている診断群分類のみを計算対象とする。      _

4
カバー率

指数

兼々 な疾患に対応できる総

針的な体制について、当該

商院で算定している診断群

か類の広がり(種類の多さ)

こより言平価

=〔 当該医療機関で一定症例数以上算定している診断群分類数〕

/〔全診断群分類数〕

〔当該医療機関において、10症例 (10か月)以 上ある診断群分類のみを
‐
る。
(すべて(包括評価の対象・対象外の両方を含む)の診断群分類を計算対象とす生



3
隧
甕

鰊

隆

晰

躊

隋

浙

隆

鱚

辣

饉

3-2。 新たな機能評価係数 (機能評価係数 Ⅱ)の

具体的項 目(3)

〔項 目5〕「地域医療指数」の取り扱いについて

O DPC対象病院に対し、平成22年4月 1日 時点の状況

の報告を求める。(様式及び時期等については、今後DP
C調査事務局より連絡)

○ 届け出の結果に基づき平成22年8月 より機能評価係

数に反映する。

二
2。 新たな機能評価係数(機能評価係数Ⅱ)の

具体的項 目(2)
項

目
名称 評価の考え方 評価方法

地域医療指

数

LIL域医療への貢献による

評価

③「がん」について、地域がん登録への参画の有無を評価       ´

④「救急医療」について、医療計画上定められている二次救急医療機関であって病院

辞輪番制への参加施設、拠点型若しくは共同利用型の施設又は救急救命センターを評

価    ,
⑤「災害時における医療」について、DMAT(災害派遣医療チーム)指定の有無を評

救急医療係

数

コ括点数では評価が困

難な救急入院初期の検

査等について、救急患者
こ占める割合により評価

1指数〕

晶ξ哲繁廃需琶諦爵論質甫覇彗馨瀕ir渥爆ご≦嘉認
括等囲

,「

用の差管
■
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3-4.従来の機能評価係数 (機能評価係数 I

<例示>
A100 一般病棟入院基本料

A200 総合入院体制カロ算

A204 地域医療支援病院入院診療力日算

A204-2臨床研修病院入院診療加算

A207 診療録管理体制加算

A207-2医 師事務作業補助体制加算

A207-3急性期看護補助体制加算

A214 看護補助加算

A234 医療安全対策加算

A234 感染防止対策加算

D026の 注3検体検査管理カロ算 (I)～ (Ⅳ )



医療機関男1係数 =機能評価係数 I 十機能評価係数Ⅱ +調整係数

従来の機能評価
係数 (出来高の

*1改定前の実績に基づく医療費の合計には、平成22年 度診療報酬改定における入院基本料や包括範囲の見直し等を反映したもの。

*2見直し後の診断群分類による診療報酬については、当該医療機関における平成20年 7月 ～12月 と平成21年 7月 ～10月 の入院実績に基づき算出している。

3-5.医療機関別係数の設定方法等

(参考)8月 以降の医療機関別係数

|【 4～ 7月 】

1医療機関別係数

|=機能評価係数 I+

【8月 以降】

医療機関別係数

=機能評価係数 I

|

|

ヽ
「

ド
1

1

+調 整係数 (4～ 7月 )i機能評価係数 Ⅱ

(項 目1～4,6)

機能評価係数 Ⅱ

(項 目1～ 6)

項 目5を反映

ノ

数

十 調整係数 (8月 以降)|

見
直
し
後
の
診
療
報
酬
の
推
計

Σ診断群分類Aの
1日 あたり点数
X入院日数
X 10円

1日あたり点数
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X 10円
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）
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4.診断群分類点数表の設定方法について

診断群分類′点数表について、診療実態に合わせ、分岐及

び点数設定の見直しを行う。

(1)診断群分類の分岐については、さらなる精緻化を行うι

①高額薬剤による分岐の追加

l②化学療法レジメによる分岐の追加

③副傷病による分岐の精緻化

鼈
饉
緻
褥
又
鰺
憮
鰈
晰
涸
鸞
濃
櫃
亀
に
席

２
／
１

ヽ

診断群分類の数  (見直し前) (見直し後)

2451  -→  2658
うち包括評価の分類  (見直し詢    (見直し後)

1572  -→  1880
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6。 その他の変更点等

(1)医師等の員数が医療法により有しなければならない

こととされている医師等の員数に100分の70を乗じて得

た数以下の場合は出来高を算定する。

(2)転棟 日は、転棟先の入院基本料を算定。

(3)入院中に他医療機関を受診した場合の費用

出来高部分 :入院中の医療機関で出来高算定し、

合議で精算

包括部分 :出来高算定は出来ず、合議で精算なお、

他医療機関で実施した診療行為を含め、

診断群分類を決定する。



診調組  D-2-1
22. 04 22

DPC調査様式1の見直し (案)について

鯰 導入嘘 辮 側 こ係稿 占 は 三Jこ畑 されるデータ曜 出森 あ0こ

(1)患者単位で把握する診療録情報  …様式 1

0)患者単位で把握する診療報酬請求関連情報

…様式 4、 Dフ ァイル、EFフ ァイル (統合予定※)

(3)医療機関単位で把握する情報   …様式3

※ ЁFフ ァイルの統合につン,ては、平成

'1年
12月 24日 当分科会にて了承済。        |

これらの中で様式1にういては、従来、主として診断群分類の妥当性の検証に用ぃられて

きたが、平成22年度以降実施している調整係数の新たな機能評価係数の置換えにも対応す

るため、様式 1の見直しを検討すぅ必要がある。ま■、既存の入力専日の一部には「必須で

ltない」とされる項目があり(場場の入力負担がある中で、十分に役立てられ下
いな

|ヽ |い

う指摘もある。検討に際しては、これらの取扱いについても合わせて検討する。

平成 22年度調査に向けて、MDC班会議及び松田研究事に項日原案を御議論いただいた

ところである。これ らあ提案を踏まえて、以下の点に留意 しつつ、様式 1の調査項目につい

て、検討 してはどうか。

2 様式 1の 見直しに係

(1)項 目の追加 (参考1)

MDO班 会議、松田研究班からの提案を踏まえて、以下の点に留章しつう、新規項目

の追加を検討してはどうか。

く検討に当たつての視点>
● 平成 22年度以降実施し―ているネ階的な、調整係攀の新機能評価係数への置換えに

おいて、医療の質的評価に基づく機能評価にも対応できるような調査項目 (一例 :

脳卒中あ入院時重症度と退院時ADL、 介護保険等級等とのクロス集計)も必要。

● 入力する医療施設関係者の作業負荷も考慮し、負担に見合う妥当件が必要。

(2)必須項目/非必須暉目などの条件付き項目の整理

①  現在の墳日の中には、入力が必須とされる項目と、必須でなv｀ |される項目 (非

必須)が混在じているが、必須とされていなしヽ項目はデータの信頼性等の評価が困

難であり、原則として全て必須とすべきである。

②  その際、一律に全ての施設や患者に対して入力を求める必要性の乏しいものにつ

いては、対象を限定して必須とする項目も設定するべきではないか。      ′

※ 現在でも採用されている、場面を限定した必須の例

a 対象疾患を限定する   …りい不全に限る、MDC01に 限る 等

b 施設類型を限定する   …精神病棟に入院した場合に限る

(3) 不必要と考えられる項目の削除

(2)で非必須とされたものの見直しを中心に、必要性の低い項目については、削除す

ぅことも検討するc_



悪性腫瘍の多くは喫煙歴と飲酒歴に依存することが報告さ
れている、進行度、治療計画やその完遂にこれらの発症因子がど

う影響しているかは重要である。医療費増加の予防策につながる。

(ホルモン感受性 HER2)

見直し項 目 2/4

Ｅ

藍 項 目 現 状 MDC班長会議意見 松田研究班意見

GlH Stroke Scate bし

吾署、脳卒中急性期の患者の神経学的重症度評価の中で、国際

的に最もよく使われているスケールである。NIHSSは比較的簡便で

あり、信頼性、再現性、妥当性に優れている

覆 忌 口 皿 官 暉 吾 思 百 の 人

院が発症3時 間未満か否
か 。

tPA登録医の診察があつた

詔爾L応症例か否ふによつ準 療師 のコこ違いが出&

=DP、 血rl、板数、PT-lNR(
喘皿を追加。

憲し 醜諷
播種性血管内凝固症候群)の指標として、これらの検査結果

らく重要である。

市炎の重症度分類 な し 壺蓋L麟ヨ:■■しま二上rt

嘔屍崎・人瞬時0彊叡
巳院時・入院時Sp02
助脈血酸素飽和度

なし

を示す独立した指標となる。

予後とも関連があり、酸素療法の適応を判断する材料ともなる。

0は入力 (非必

須 )

い不全の重症度における医

誘鶏憲霧鰍λ雰躍診自孵雑:r建麟虐二熱
既に入力項目として存在しているため、入力対象者を拡大するだ

砺 時 収 種 副 皿 Lt 非 鰺 須

(160100～
161060に限 る )

醐 患者のパイ旬レサわ 測定は常識である。必

須項目であれば機能評価の対象を絞り込むのに活用できる。非必

須のままにするのであれば、記入率を診療機能評価の対象項目

急性 膵 炎の 重 症 反 分 類 非必須
豊霜券重症度に応じて、医療資源の投入量が変わると考えられ

見直し項目 3/4



様式1削除項目(案 )

M00班長会臓からのな見 (・X・松田研究班からは劇除意見なし)

なるが、3入退院情報の(1)入 院中

ると考える。基本的に必須でない項目は門1除すべきで、機能評価係数の3T価項目にす

舗簿 ,:遭ど期驚騒明〔酬歴経鰐塩撃騎殿書5閣耀7轟7:儡

項目なので、そのようなプログラムを組み込む。
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削除項目 1/2

MoC議長会饉からの意見 (※松口研究班からは翻除意見なし)

聯 ]191造 1ま1lξf螂 ′[モi::こ:』審畷誕霧署肝り
力からみても適切と考える。

1)～ (4)までの組み合わせで把lEできると考え、すべて「がんのstag。 分

であるため、気道熱傷、熱傷、体温異常、後遺症などを対象から除タトする。ま
だ:聯1蹴讐お澪覇ボ萌るよ篤 天ヽ 1:零11ヽ

=51ビ
l撲踊疎f規
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診調組  D-2-2
22. 04. 22

平成21年度1様式 1
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診 調 組 D-4

22. 04. 22

DPC準備病院の募集について

DIC対 象病院人の参加及び退出のノンアルについては、平成 71年

8:8`鼻よ嘉優良芳象嘉[r以曇奪昂覇筵諄暑拿:奮ビ:言露え讐ヒ
ろである (※ )。  .

墓省寧:こ [:甚言質

'建

鵞駕漢λ曇鷹li'準4[界 ?盲[留TtF
平成22年度以降あ募集は、以下のとおりとする。

①平成 22年度

②平成 23年度

③平成 2:4年度

: 平成24年度診療報酬改定においてDPCに
参加する病院のための準備病院の募集を行う:

: 募集は行わない。

: 平成 26年度診療報酬政定においてDPCに
参加する病院のたあの準備病院の募集を行う。

(来)暮
五
成
危ち「辱海『垣信抵看菅tl「軍胤71星昌拒5雪詈寿

象病院となることができる。.    
但し、平成20年度以降は診療報酬改定時でなければ、これ

らの病院についてもDPC対象病院になることはできない。

DPC準 備病院募集スケジユール

H22年         H24年         H26年

‐
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診 調 組  D-3
22. 04. 22

DPCにおける高額薬剤の取り扱いについて
(2)新規に保険収載される高額薬剤                  ′

① 対象薬剤

標準的な使用における薬剤費 (併用する医薬品も含む)の見込み額が、使用しない

場合の薬剤費の平均+lsDを 超えたもの。

(1)DPCにおける薬剤の評価
                                              ニ

② 保険収載時の対ルト

O DPCに おいて薬剤は診断群分類に基づく包括点数の中で評価される。                  当該薬剤を使用した患者については、薬剤を含むすべての診療報酬について出来高
O 但し、HIV治療薬、血友病等に対する血液凝固因子製剤については、他疾患を主            墓

=と
する。

病とする場合の包括点数で十分な評価を得ることが困難という課題を踏まえ、平成

③ 診療報酬改定時の対応22年改定において出来高で算定するよう見直された。

次のような考え方にもとづき、以下の 3つのパターンで評価される。
O  この検討過程で、抗がん剤等他の高額薬剤についても適切な包括評価となってい

ない等の指摘があり、平成 22年度の DPC評価分科会において、高額薬剤の評価            0 原則として診断群分類にもとづく包括評価とする。この場合、診断群分類研
の在り方について検討することとされた (平成 21年 1月 27日 総会)。                   究班での検討を経て、次のような対応を行う。

イ)新たな診断群分類を設定して包括評価 :パターン I】(2)新規に保険収載された高額薬剤の取扱い

口)既存の診断群分類の中で包括評価 IパターンΠ】
0 新規に保険収載された一定の高額薬剤を使用する患者については、DPCにおいて

直ちに包括評価とはせず (出来高算定扱い)、 その後の診療報酬改定において、原則            O 但し、改定時点で十分なデータが集積されない場合には、引き続き次期改定
として DPCによる包括評価に移行することとされ (平成 19年 6月 22日 基本小              まで出来高算定とする。レくターンⅢ】

委)、 以降、このような運用により対応している。

3.論点と対応の考え方 (案 )

O 一方、このような新規収載時に出来高とされた高額薬剤が改定時に包括評価へ移         (1)高 額薬剤全般の取扱い (平成 21年 12月 24日 DPC評価分科会)

行する際の実際の取扱いについて、十分に評価されていないのではないかtと の指

摘 とともに現状の精査と対応案の検討が求められた (平成 22年 4月 21日 総会)。           ① 分科会の議論において指摘された主な論点

2.高

(1)HIV治療薬及び血友病等に対する血液凝固因子製剤

O 診断群分類点数表により包括点数が設定されている場合でも、以下の薬剤につい

ては包括範囲から除外し、出来高で算定する。(平成22年改定からの対応)

① HIV感染症の患者に使用する抗ウィルス薬に係る費用

② 血友病等の患者に使用する血液凝固因子製剤に係る費用

○ 抗がん剤には多数の種類があり、注射薬、経口薬の違いもあることから、取扱
いについては現場の使用実態も踏まえた慎重な検討が必要6

0抗 がん剤以外にも生物製剤等の高額な薬剤があることから、DPCにおける高額

薬剤の取扱いに関する整理が必要。        .
O DPCにおいては、従来から抗がん剤等の高額薬剤の取扱いについて、診断群分

類の精緻化等で対応しているが、その考え方が整理されていない。

② 今後の対応 (案 )

現場における様々な使用実態や課題を整理しつつ、これまでの評価分科会及び基

本問題小委の方針通り、今後、現場のヒアリングも含めた検討を継続する.
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(2)出来高算定とされていた高額薬剤の取扱い

① 平成 22年 4月 21日 中医協総会において指摘された論点

新規保険収載時に高額薬剤 (出来高算定)と された薬剤について、診療報酬改定時
の取扱いが議論され、新規の包括評価 (パターン 1)、 既存の包括評価 (パターンΠ)、

出来高評価 (パ ターンⅢ)を どのような考え方で振り分けているのか、その考え方も
含め精査するべき、との指摘があった。

特に該当する薬剤の中に、現在の診断群分類にもとづく評価では薬剤費が十分反映
されていないのではないか、という意見もあり、これらについて再度確認すると共に、
早急な対応が求められた。

【参考】平成 22年度改定における対応 (剤形別に整理)

保険収載時に高額薬剤の取扱に該当した薬剤 …23薬剤

O 診断群分類にもとづく包括評価

ハ)新たな診断群分類を設定して包括評価 【パターン I】 ・̈16薬剤
二)既存の診断群分類の中で包括評価 【パターンⅡ】… 3薬剤

O 十分なデータが得られず、引き続き出来高算定 【パターンⅢ】 ・̈4薬剤

対応 (案 )

平成 22年度診療報酬改定において対応 した上記 23薬剤について再度、精査を

行い、その結果に基づき、次回 DPC評価分科会において必要な対応を検討する。

DPCに おける高額な薬剤等への対応について

平成 19年 6月 22日

(1)DPCに おいては、制度の対象医療機関における医療提供の実態調査
の結果に基づいて包括評価を行つている。そのため、調査実施後に新た
に医薬品又は医療機器が保険導入された場合においては、再度調査及び

,評価を実施するまでの間、DPCにおける包括範囲点数には反映されて
い  

・
こ い 。

(2)こ れまで、医薬品及び医療機器については年度の途中においても保険
導入が行われてきており、DPCの 対象医療機関においても必要に応じ
てこれらの保険導入に適切に対応できるようにする必要がある。

(3)中 医協の平成 18年度診療報酬改定の議論においては、調査終了以降
に新規に薬価収載等された高額な薬剤等を使用する患者について、包括
評価の対象とせず出来高算定とすることについて合意が得られている。

'

(4)改定後1年を経過し、その間に新規の医薬品、医療機器も多数収載さ
れたことから、新規に保険収載された医薬品、医療機器について、その
使用データを分析し、以下のように対応してはどうか。

2.対応ルール

(1)平成 17年 11月 以降に保険導入又は効能追加の承認がなされた医薬
品、医療機器のうち、以下の要件に該当するものを使用した患者は包括
評価の対象外とし、出来高算定とする。

O 当該医薬品等を使用tた場合における包括範囲内の薬剤費が当該医薬
品等を使用しない場合ρ算定額と比較して以下の基準を超えていること。

‐
1¨
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平成 18年 2月 15日  中央社会保険医療協議会了

O 以下の患者については、DPCに の対象とせず、出来高算定と
する。
・ 平成 17年度「7月 から10月 までの退院患者に係る調査J終了以降に、

新規に薬価収載等された高額な薬剤等を使用する患者



① 既に平成18年度に使用実績のある医薬品等については、DPC本体
調査ょり得られたデータを用いて、当骸医薬品等を使用した症例の薬. 
剤費が、使用していない症例の薬剤費の平均+lSD

② 平成18年度に使用実績のない医薬品等については:当該医薬品等の
標準的な使用における薬剤費 (併用する医薬品も含む)の見込み額が、
使用していない症例の薬剤費の平均+lSD

(2)出来高算定とする医薬品等については、次期診療報酬改定において使
用実績等を踏まえ検討し、原則として包括評価にすることとする。

(3)今後、新規に保曖収撃される医薬品等で上記の要件に該当するものに
ついては、保険収載の決定と同時に包括評価の対象外とするかどうかを
決定すること。                    '

(以下省略)

0



診 調 組 D-5
22. 04. 22

)医療機関イ
ー団

::]i象 病院及びDPC準備病院 (平成 22年度に募集する病院を

平成22年度における,PCに関する

                           DPC調
査対象とする。

調 査 (案)につ いて

                                    含む)を

I参加することができる病院 (DPC準備病院)の基準
Lす る。

                     当調査

[期入院医療を提供する病院として、一般病棟入院基本料、特

平成22年度については、以下の内容等を踏まえた印査を実洲

.c導入の
予                  ① 急中

七病院入院基本料 (一般病棟に限る)又は専門病院入院基本料

(1)診断群分類の妥当性の検証及び診療内容の変化等、D等

への置換え                   電讐i、て、7対 1又は 10対 1入院基本料に係る届出を行つているこ(2言 37摺翫色λ縫り方や義整係数の新たな機能纂価係数1                         

と。

0対 1以上の基準を満たしていない病院は、当該基準を満たす

を検討すること       1          ‐

ぁtrb言蓄覗蔓π覆象|:茜諮菅督ツ亀蔵偲:2点ξ言査喜お拿三百λ墓                    ※1ミ く計画を策宇していること。
歳録管理体制加算に係る届出を行つていること、又はそれと同

的向上を図る。

                                             ② 診
炉療録管理体制を有しており、当該基準を満たすべく計画を策等の
驚ぃること:定し

1レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め厚

ア 具体的な調査内容等

①P::電鯰 価のための基礎的な調査として、
碁勝晶曇慧臭                  

③

意][i年露邸『 ビ蓼閻

][][][i][i[]]「

月から平成23年 3月 までの 9か月間の退院及び転棟患

施する。                ④
選員会翻催するこ&

低下していな                   当該言②
][[:1う言[暑[]li蓋摯ξぇ看√奮響I菫てす選l             ‐
③
鋼 イ::ピT]亀務憲i型1電講諄111込承

誓奪総根11
に関する調査を実施する。

資するための
側
難襟a鶴践凛錦盟駅躍麟擁筆

特別調査を実施するb

i者や患者など
⑤D::2種12蟄認鴨T盟っぃ1、 と療花

翼寒施する。の総合的な視点からの評価分析を行うために必華な調査:



様式1見直し項目(案 )

独層であるか香かが影響してい

見直し項目 1/4

見菫し項目 2/4



目
=1 1 

●:項目:〔
1理換 | :■ ■■ |■ |́‐M“班長会議憩見|

Ч:H Stroke Scale な し

的に最もよく使われているスケールである。
あり、信頼性、再現性、妥当性に優れている

瞑凛■皿冒暉晉思者のメ
院が発症3時間未満か否
か。
tPA登録医の診察があつた

燿
PA適応症例か否かによつて、医療資源の量に違いが出る。

=DP、 皿rl、板欧、PT―lNR、

吐Iを追加。
なし 菫

DIC(播租性血管内凝固症候群)の指標として、これらの検査結果
が重要である。

師炎 の三 振 圧分 類 なし

IE院婿°人屍野●個瓢
E院時・入院時S,02
助脈血酸素飽和産

Bし
呼吸循環器系患者の■症度を示す独立した指相となる。
予後とも関連があり、酸素療法の適応を判断する材料ともなる。

へ院 野 の K‖‖p分類

〕は入力(非必
須)

NYHA分 類のみを用いた解析では、心不全の■症度における医
療資源の使用産の違いが明らかとはならなかつた。医学的妥当性
のあるK‖ゎ分類とWHA分類をクロスすることで、■症度によつてH
NヽP等の医療資源の使用に差が出てくるのではないかと考える。

新に入力項目として存在しているため、入力対彙者を拡大するだ

八屍 町 収 層 期 皿 圧 非 鰺 須

(100100～
101000に限る)

救急患者である外傷患者のパイタルサイン測定は常議である。必
須項目であれば機能評価の対象を絞り込むのに活用できる。非必
須のままにするのであれば、記入率を診療機能評価の対象項目

思性膵炎の重症圧分類 ヲ「 0須 ― IE
障炎の■症産に応じて、医療資源の投入量が変わると考えられ

見直し項 目 3/4

項 目 現状 MDC班長会議意見 松田研究班意見
る

3ustiloの 分類
Bし 回

惨療の機能評価として「長管骨開放骨折即時内固定率」が重要で
らり、この評価のためにはGustiloの 分類を記載する必要がある。

へ瞬 野 におけ0観水 の 石

腋

3し □
崚水の有無により医療資源の投入量が変わると考えられる。

人隅 田

「

BS(
腱)

HbAl●

な し

入瞬 時 併 存精 神 疾 患 な し

八瞬 曖 発 圧 帯 碑 捩 患 じし

隔尋保E侶社活における
入院影饉

弄 め 須

(精神病床入
院がある場合

用愕 沐 ■ 個 仕 法 :こ お :7●

入院形饉・
購神保健福祉法に基づく
鴨離日数・
膚神保健福祉法に基づく

葬 ● 須

〈精神病床入
院がある場合
のみ)

見直し項目 4/4



様式1削除項目(案 )
するコメント

初回入院と加療のための計画された再入院では診療の質が大きく異なるが、3入退院情報の(1)入院中
の主な診療目的、で把握可能と考えられる。

にEFファイル上のCT、 MRl検査を2日 以内(日 跨り】こ実施したか否かで判断する方が見直した後の実施評
価が明確に行えると考える。基本的に必須でない項目は削除すべきで、機能評価係数の解価項目にすべ

心臓カテーテル検査を2日 以内(日 跨り)に実施したか否かで判断する方が見直した後の実施評価が明確
に行えると考える。

lMのみで十分対応可能である。Stage分類は、がん
目なので、そのようなプログラムを組み込む。

記入すれば自然に決定される

削除項目 1/2

理
暑

Ｅ
番 :,頑自名 Ⅲ11111ヽわ垣聾鏑ⅢⅢⅢⅢⅢ除

“
～'

10

Ulじじフ
"明

ガ類 りヽ、Ulじじ柄期
"類(N)、 UICC病期分類 (M)

薬鵬沐ほTNMそれぞれの病期秘 姜とするが、これ以外の臨床情報 (バイオマーカー、腫瘍径、患者情
報 (開経前。後)など)と併せて治療方針が決定される。ここでは大きな枠組みであるStage分 類だけを取り
扱うのが臨床の現場の労力からみても適切と考える。

多発性管髄lEの病期分類、思性自Im

病の病型分類 (FAB分 類 )、 非ホジキ
ン病の病期分類

通血器腫編における病理診断や病期であるがCML、 CLL、 ホジキンリンパ
がんのStage分類と診断情報の(1)～ (4)までの組み合わせて把握できると考え、すべて「がんのstage分
類」としてはどうか。

外傷の受傷機転 DPCの評価に直接関連はないと思われる。

がん患者 のPerfOrmance Status 人瞬崎およひ退屍時ADLで代用できる。

14

外椰の党鶴磯転、人院時Ghsgow
Coma Scah、 入院時収縮期血圧、入
院時呼吸回数、頭頸部最大AIS、 顔
面最大AIS、 胸部最大 AIS、 腹部最大
AIS、 四肢最大AIS、 体表最大AIS

AISの 評価対象は外傷のみであるため、気道熱傷、熱傷、体温異常、後遺症などを対象から除外する。ま
た、部位などの詳細不明ではAISの 入力ができないため、これも除外する。

削除項目 2/2


